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処分の概要 許可の取消し

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則 第6条

例 規 番 号 平成19年規則第60号

【根拠条文】

(許可の取消し)

第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当

該建築許可を取消すことができる。

【基準】

根拠条文に同じ。
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